
 

 

次期広域最終処分場用地選定検討委員会の会議ルールに関する取扱い（案） 

 

１ 会議開催の事前公表  

   会議の日時、会場、議題、傍聴等について、原則として会議開催の２週間前までに、日

向東臼杵広域連合（以下、「広域連合」という。）及び構成市町村の窓口、広域連合及び構

成市町村のホームページで公表する。 

報道各社に対しては、原則として会議開催の２週間前までに日向市庁舎内の記者室に

記事を投げ込み、周知を図る。  

 

２ 会議の公開  

検討委員会の会議は、原則として公開する。ただし、委員長は会議内容が次の各号のい

ずれかに該当するときは、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

また、会議の進行については、公開部分を先に協議し、その後に非公開部分の協議とす

る。 

（１）日向東臼杵広域連合情報公開条例第７条に規定する不開示情報に関する事項 

（２）その他会議を開示することにより、公正・円滑な会議が著しく阻害され、会議の目的

が達成されないと認められる事項 

 

３ 会議の傍聴等  

  傍聴者の定員は、会議の都度、会場等を勘案し委員長が決定する。  

  傍聴希望者が傍聴定員を超えた場合は、先着順により決定する。  

  また、傍聴ルールを次のとおりとする。  

 

傍聴ルール 

（１）傍聴者の発言は原則認めない。 

（２）委員長の許可なく、会議の模様を撮影、又は録音しないこと。 

（３）礼儀を守り、会議を軽視するような行為をしないこと。 

（４）横断幕、プラカード、旗、のぼり等を持ち込まないこと。 

（５）その他については、日向東臼杵広域連合議会傍聴規則を準用する。 

 

  検討委員会の出席者は、委員 10 名以外に、事務局側として副長１名、広域最終処分場

建設推進協議会の委員（構成市町村の担当課長）５名、広域連合４名、コンサル業者２～

３名とする。 

会場については、日向市庁舎又は門川町庁舎の会議室を使用する。 
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４ 会議資料の提供  

   配布又は閲覧の方法により、傍聴者に対し会議資料を提供する。  

 

５ 委員の交代 

  任期の途中で交代があった場合は、連合長が新たな委員を委嘱することができる。 

 なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

６ 臨時委員の委嘱 

  委員以外の者から意見を臨時に聴取する必要があるときは、連合長が臨時委員を委嘱

することができる。 

 

７ 会議録の作成  

   次に掲げる事項を記載した検討委員会の会議録を作成し、保存するものとする。  

また、会議録の内容については、委員の確認を得た後、これを公表する。  

（１）検討委員会の会議の開催年月日 

（２）出席した委員及び臨時委員の氏名 

（３）会議に付した案件 

（４）議事の内容 

（５）その他必要と認める事項 

会議録の形式については、「発言者の発言内容ごとの要点記録」とし、委員の氏名まで

記載しないものとする。 

 

８ 会議録及び会議資料の公表  

   会議録及び会議資料については、広域連合及び構成市町村のホームページに掲載する

などの方法により同時に公表する。また、会議の要旨について構成市町村の広報で周知す

るとともに、最終処分場の記事を発信する。 

  ただし、会議の一部又は全部が公開されなかったときは、この限りではない。 

 

９ 会議内容の記者発表 

会議内容の記者発表については、全ての検討委員会（２年間で６回程度）において、検

討委員会と同日に行い、出席者については、検討委員会委員長及び広域連合事務局とする。 

  

 


